
特定非営利活動法人 ジャパンハート

こころの医療事業

（ライフサポート）



ジャパンハート

広報

財務

事務局 海を越える看護団
（主に看護師を主体に活動）

ジャパンハートインターナショナル
（主に医師を主体に活動）

＜組織体制＞



＜基本理念＞

「医療の届かないところに医療を届ける」
世界には、医療が届きにくいところが3つあります。

ひとつは、海外。
ひとつは、日本国内の僻地や離島。
ひとつは、死を待つ子供たちの心。
この3つの場所に医療を届けること。
それがジャパンハートの仕事です。



＜事業領域＞

＊海外医療事業
活動地域：ミャンマー、カンボジア

活動内容：ミャンマー /医療事業、カンボジア /保健事業

＊国内僻地・離島医療事業
活動地域：日本国内の僻地・離島

（島根県/隠岐島前、長崎県/五島・奈留島、沖縄県/久米島、

山梨県/牧丘町）

＊こころの医療事業
活動地域：日本各地



ジャパンハートは、多くの人々の命や人生に向かい合い、生活の質や人生

の質の向上にかかわっていきたいと思っています。

そこで、私達は死を意識した患者さんやご家族にかけがえのない時

間と場所を家族だけで持ってもらい、思い出をサポートできないかと考えました。

がん患者さんは「旅行に行きたくても、体のことが心配で旅行に自分たちだ

けでは行くことができない」、ご家族も、「いろいろな障害があると家族だけでは

対応困難になってしまう」という現状があります。一方、病院で働く医療者が

困難な状況にあります。

海を越える看護団の看護師が主体となって、この思い出を作られる

旅行を無償でサポートさせていただきます。

こころの医療事業とは．．．



＜事業目的＞

日本国内の旅行困難な状況下にある終末期患者、難病や
障害者の方々の旅行に対し、医療面・精神面でのサポート
をおこなうことで、家族等とのかけがえのない思い出作り
の旅行を行ってもらうことを目的とする。

＜事業内容＞

当団体の所属看護師が旅行の行程に同行し、緊急時や介
助時等旅行に対し必要なサポートを無償で行っていく。

こころの医療事業
（ ライフサポートプログラム ）



こころの医療事業（ライフサポートプログラム）

＜対象者＞ 障害者や難病の方とその家族

終末期の方とその家族

障害者・難病の方（2名まで）の旅行

但し、ある程度コミュニケーションがとれる、車椅子での移動

が可能、主治医の許可が取れていることを必要とします。

＊対象日数：2泊3日（国内旅行）

＜費用＞ 基本的に無償です

付き添い看護師の旅行にかかわる実費（交通費・通信費等）

面談に係る交通費等は請求させていただきます。



依頼
• 事務局にメール又電話等で問い合わせいただきます

受付・決定

• 依頼内容受付、規定書類を提出いただきます。

• 代表・担当者と検討、サポート決定。

面接

• 依頼内容打ち合わせを対象者・家族、その他連携機関等と実施しプ
ランニング致します（数回）

実施

• 旅行の実施

• 実施後実費を清算いただきます。



皆様の素敵な思い出作りに

協力させていただきます

～お気軽にお問い合わせください～

＜問い合わせ＞
特定非営利活動法人ジャパンハート
東京事務局 〒144-0051 東京都大田区西蒲田7-25-7グレワンビル605

ＴＥＬ＆ＦＡＸ 03-3734-6206

ＭＡＩＬ nsojapan@gmail.com


